
臨時職員の募集について 

 

東京出入国在留管理局では、法律の規定に基づき、育児休業等職員の代替職員（※）と

して臨時職員を募集しています。募集要項は以下のとおりです。 

※ 育児休業職員の代替職員（国家公務員の育児休業に関する法律第７条第１項第１号） 

配偶者同行休業職員の代替職員（国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第７第１項第１号） 

産前産後休暇職員の代替職員（人事院規則８－１２第４２条第２項第３号） 

職種 （１）任期付採用職員（行政職） 

（２）任期付採用職員（公安職） 

業務内容 （１）行政職：出入国在留管理行政における行政事務に係る業務 

（２）公安職：出入国在留管理行政における退去強制手続に係る入国警備官としての

業務 

勤務地 

及び 

募集人数 

（１）東京出入国在留管理局本局（東京都港区港南５－５－３０） 

   行政職 １６名 

   公安職  ４名 

（２）東京出入国在留管理局四谷分庁舎（東京都新宿区四谷１－６－１ １３階） 

   行政職  １名 

（３）東京出入国在留管理局横浜支局（神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１０－７） 

   公安職  １名 

（４）東京出入国在留管理局成田空港支局（千葉県成田市古込字古込１－１ 成田空

港第２旅客ターミナルビル６階） 

   行政職  １名 

応募資格 次の全ての条件を満たしていることを応募要件とします。 

（１）日本国籍を有すること 

（２）高校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められること 

（３）一般的なパソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）が可能であること 

（４）積極的に業務に取り組む意欲及び協調性があり、社会人としての基本的なマナ

ーを身に付けていること 

（５）次の事由に該当しないこと 

①国家公務員法第３８条に規定する欠格事由 

  ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

  ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者 



  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

②平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者 

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

任用期間 令和８年４月１日～令和８年９月３０日 

※ ただし、育児休業等職員の休業予定期間によっては、上記より短い任用期間又

は長い任用期間となる場合もあります。 

※ 任期の更新は育児休業等職員の状況によります。 

勤務日 原則、月曜日～金曜日（年末年始、祝日を除く。） 

※ 公安職の場合、交替制勤務（４週８休）となる可能性があります。 

勤務時間 （１）午前９時００分～午後５時４５分（休憩１時間） 

（２）午前８時３０分～午後５時１５分（休憩１時間） 

※ 公安職の交替制勤務の勤務時間は、午前９時００分～翌午前９時００分（休憩８時

間３０分）となる可能性があります。 

※ 業務の状況により、超過勤務をお願いする場合があります。 

給与 

（俸給月額） 

原則、毎月１６日支給 

（１）行政職 １９５，８００円～２６８，３００円 （行政職俸給表（一）適用） 

（２）公安職 ２２５，６００円～３３９，１００円 （公安職俸給表（一）適用） 

※ 給与は、学歴及び職歴等の経験年数に応じて決定します。 

各種手当 （１）地域手当 

①東京出入国在留管理局本局        俸給月額の２０％ 

②東京出入国在留管理局四谷分庁舎   俸給月額の２０％ 

③東京出入国在留管理局横浜支局     俸給月額の１６％ 

④東京出入国在留管理局成田空港支局  俸給月額の１６％ 

（２）通勤手当 

実費相当額を支給します（上限、毎月１５０，０００円まで）。 

（３）期末・勤勉手当（賞与） 

一定条件を満たした後、勤務成績に応じて支給します。 

（４）退職手当 

一定条件を満たした場合に支給します。 

（５）その他手当（住居手当、扶養手当等） 

要件を満たした場合に支給します。 

年次休暇 

（有給休暇） 

勤務予定期間に応じて、最大２０日付与 

（前年付与分は２０日を上限として、一度のみ翌年へ繰越し可能） 

社会保険等 共済組合に加入していただきます。 

試用期間 採用日から６か月間 



 

応募方法 （１）応募書類 

①履歴書（顔写真を添付してください。） 

②職務経歴書（職歴がある方のみご提出ください。） 

③作文（課題：「最近関心を持ったことについて」（１，０００字以内）） 

（２）応募締切 令和８年２月１６日（月）必着 

（３）提出先及び連絡先 

〒１０８－８２５５ 

東京都港区港南５－５－３０ 

東京出入国在留管理局職員課 人事第二係 宛て 

 ＴＥＬ ０５７０－０３４２５９ 

※ 応募する職種及び勤務地を明確にするため、応募する職種及び勤務地に応じ

て、封筒に以下のとおり朱書きしてください。 

『臨時職員（本局・行政）応募書類在中』 

『臨時職員（本局・公安）応募書類在中』 

『臨時職員（四谷・行政）応募書類在中』 

『臨時職員（横浜・公安）応募書類在中』 

『臨時職員（成田・行政）応募書類在中』 

選考方法 第一次選考：書類選考 

第二次選考：作文評定及び面接 

※ 応募締切後に書類選考を実施します。 

その後、書類選考の合格者に対してのみ、作文の評定及び面接選考を実施しま

す。面接の日時については、書類選考終了後に連絡します。 

その他 ・ 応募により取得した個人情報は、採用手続以外の目的に使用することはありませ

ん。 

・ 履歴書は市販の様式で差し支えありません。業務上有用と思われる資格や経験が

あれば記載してください。 


